
 

第 2 4 期 決 算 公 告 

                                  東京都渋谷区広尾１－１３－７ 

                               恵比寿イーストビル５階 

                                 株式会社 ブランチ・アウト 

                              代表取締役 大谷真一 

貸 借 対 照 表 

(令和元年８月 31 日現在) 

（単位：千円） 

 

 

 

 

資 産 の 部 負 債 ・ 純 資 産 の 部 

【流動資産】 2,138,198 【流動負債】 1,227,542 

現金及び預金 1,030,334 買  掛  金 744,420 

受取手形及び売掛金 820,649 未  払  金 136,092 

商     品 262,653 一年以内返済長期借入金 99,996 

  その他流動資産 24,560 未払法人税等 82,995 

  未払消費税 29,653 

【固定資産】 239,056 賞与引当金 84,371 

(有形固定資産） 19,551 その他流動負債 50,013 

建    物 29,226 【固定負債】 246,509 

建物附属設備 1,791 長期借入金 183,346 

機械及び装置 7,174 資産除去債務 9,901 

工具器具備品 17,712 退職給付引当金 53,262 

土    地 1,078 負債の部合計 1,474,051 

減価償却累計額 △37,432 純 資 産 の 部 

   【株主資本】 904,336 

（無形固定資産） 10,345  資  本  金 10,000 

ソフトウェア 10,345 利益準備金 2,500 

  (その他利益剰余金） 891,836 

（投資その他の資産） 209,159  任意積立金 40,000  

長期貸付金 60,000 繰越利益剰余金 851,836 

投資有価証券 8,812 （うち当期純利益） (256,506) 

敷金及び保証金 61,529   

ゴルフ会員権 13,247 【評価・換算差額等】 △1,134 

長期繰延税金資産 62,833 その他有価証券評価差額金 1,134 

投資その他の資産 2,736    純資産の部合計 903,202  

資産の部合計 2,377,254 負債・純資産の部合計 2,377,254  
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個 別 注 記 表 
 
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 
 
１. 資産の評価基準及び評価方法  
 
(1) 有価証券  
その他有価証券 

時価のあるもの  
金融商品取引法、会社法および関係法令等に基づく評価方法によっております。 
具体的には決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。  

 
（２）たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商 品 
原則として先入先出法による低価法によっております。ただし、これにより評価し難い場合または重要
性の乏しいもの等については、最終仕入原価法によっております。 

 
（３）固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 (リース資産を除く) 
 主な償却方法及び耐用年数は次のとおりであります。 
  建物     定額法 10 年～39 年 
  建物附属設備 定額法 10 年～18 年 
  機械及び装置 定額法 ７年 
  工具器具備品 定額法 ５年～８年 
  一括償却資産 定額法 ３年 
 
②無形固定資産 
定額法によっております。 
なお自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年間)に基づく定額法によっ
ております。 

 
③リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。 

 
（４）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定 
の債権については、個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。 
②賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上してお 
ります。 
③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当会計期間末における退職給付債務（簡便法）に基づき計上してお 
ります。 

 
（５）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
   外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して 

おります。 
 
（６）その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 

消費税の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
 
 
 
 


